
群馬県信用保証協会との相互協力に関する覚書の締結について 

 

ぐんまみらい信用組合（理事長 小林 章）と群馬県信用保証協会(会長 三澤 益巳)は、

平成 30 年 3 月 8日（木）に「群馬県信用保証協会とぐんまみらい信用組合との中小企業・

小規模事業者の振興に係る相互協力に関する覚書」を締結しました。 

 

１．覚書締結の目的 

地方創生及び地域産業の競争力強化を目的に、群馬県内の中小企業・小規模事業者へ

の支援を協力して行い、地域経済の活性化と発展の促進を図るため。 

 

２. 相互協力の具体策 

（１） 中小企業等に対し、事業性評価等を活用し、経営実態を把握することを通じて、

円滑な資金供給を行うこと。 

（２） 創業計画策定支援、創業資金融資、創業後のモニタリング等、各種創業支援につ

いて相互協力を行うこと。 

（３） 中小企業の経営課題解決や経営目標達成に向けた経営支援、事業承継、生産性向

上等について相互協力を行うこと。 

（４） 人材交流を目的とした人材交流等を行うこと。 

（５） 相互協力を実行的なものとするために情報交換を行うこと。 

 

 


